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合　併 合　併

◆
事
前
協
議
会
議
ス
タ
ー
ト

２
月
28
日
か
ら
市
町
長
や
議
会
議

長
な
ど
が
委
員
と
な
り
、
合
併
に
関

す
る
重
要
な
事
項
や
、
任
意
合
併
協

議
会
の
設
置
に
関
す
る
協
議
を
行
う

「
１
市
６
町
合
併
に
関
わ
る
事
前
協
議

会
議
」
が
始
ま
り
ま
し
た
。

会
議
で
は
、
最
初
に
会
議
の
進
め

方
に
つ
い
て
話
し
合
わ
れ
、
全
員
一

致
で
議
事
を
進
め
る
こ
と
が
確
認
さ

れ
ま
し
た
。
そ
の
後
、
８
つ
の
重
要

協
議
項
目
が
提
案
さ
れ
、
本
格
的
に

議
論
が
始
ま
り
ま
し
た
。

議
論
の
中
で
は
、
提
案
さ
れ
た
内

容
に
賛
同
す
る
意
見
も
あ
り
ま
し
た

が
、
十
分
に
協
議
を
す
る
も
の
が
あ

る
と
い
っ
た
意
見
や
、
多
く
の
人
に

説
明
し
、
理
解
を
得
る
た
め
に
も
持

ち
帰
っ
て
検
討
し
た
い
と
の
意
見
が

あ
っ
た
た
め
、
提
案
さ
れ
た
８
項
目

は
一
旦
持
ち
帰
り
と
な
り
、
次
回
以

降
の
会
議
で
協
議
・
確
認
す
る
こ
と

と
な
り
ま
し
た
。

ま
た
、
事
務
事
業
の
調
整
は
、「
一

体
性
・
公
平
性
」「
住
民
福
祉
の
向
上
」

「
急
激
変
化
の
緩
和
」「
健
全
な
財
政

運
営
」
の
４
つ
の
原
則
と
、
特
に

「
行
政
改
革
の
推
進
」
や
「
地
域
特
性

を
生
か
し
た
主
体
的
な
魅
力
あ
る
ま

ち
づ
く
り
の
展
開
」
に
配
慮
す
る
こ

と
と
し
、
原
則
と
し
て
長
浜
市
の
制

度
を
基
準
に
、
６
町
の
制
度
を
統

一
・
調
整
し
て
い
く
と
い
う
も
の
で

す
。
確
認
が
で
き
れ
ば
、
そ
れ
に
基

づ
き
協
議
が
開
始
さ
れ
ま
す
。

１
市
６
町
合
併
に
向
け
て

お
問
合
せ
は
、
合
併
推
進
室(

7
X
６
５
３
５)

へ
。

前
回
は
、
合
併
新
法
に
基
づ
く
財
政
的
な
メ
リ
ッ
ト
の
「
合
併
算
定
替
」
や
今

ま
で
の
経
過
、
さ
ら
に
は
１
市
６
町
合
併
に
関
わ
る
市
町
長
及
び
議
長
等
合
同
会

議
で
確
認
さ
れ
た
合
併
方
式
（
編
入
合
併
）
に
つ
い
て
お
知
ら
せ
し
ま
し
た
。

今
回
は
、
２
月
28
日
に
設
置
さ
れ
た
「
１
市
６
町
合
併
に
関
わ
る
事
前
協
議
会

議
」
の
概
要
と
提
案
さ
れ
た
「
重
要
協
議
項
目
」
に
つ
い
て
お
知
ら
せ
し
ま
す
。

１市６町合併に関わる事前協議会議の委員構成
この会議は、関係市町からそれぞれの市町長、副市町長、

議長、議会から選出された人(副議長や合併関係の特別委員
会委員長)の合計33人で組織されています。
長浜市の委員は次のとおりです。(平成20年２月28日現在)

○川島　信也市長　　○加藤　誠一副市長
○林　多恵子議長　　○溝口　治夫副議長

↑１市６町合併に関わる第１回事前協議会議（平成20年２月28日（木）、浅井支所３階の大会議室）

◆すでに確認した項目＋提案された８つの重要協議項目

合併の方式は、東浅井郡・伊香郡６町の区域を廃し、その区域を
長浜市に編入する「編入合併」とする。
(平成20年２月８日確認)

新市の名称は「長浜市」とする。

新市の事務所の位置は、長浜市高田町12番34号、現長浜市の位
置とする。

虎姫町、湖北町、高月町、木之本町、余呉町及び西浅井町の「財
産及び債務は、すべて長浜市に引き継ぐ。

議会の議員の定数及び任期の取扱いについては、長浜市及び東浅
井郡・伊香郡６町の議会において協議のうえ、事前協議会議に報
告する。

「地域審議会及び地域自治組織(地域自治区、合併特例区)は設置し
ない。」ただし、住民自治の強化及び行政と住民との協働による
まちづくり等を推進するため、長浜市が進めている地域づくり協
議会を設置することで対応を図るものとする。

合併市町村計画の策定方針として、新市まちづくり計画(長浜市・
浅井町・びわ町合併協議会)を基本におき、６町の総合計画等を斟
酌して、新たに「長浜市及び東浅井郡・伊香郡６町合併基本計画」
を策定することとする。

財政運営の基本的な考え方として、長浜市財政健全化計画等を基
本とし、合併後、効率的な類似団体都市と同規模の財政規模へと
早期に構造改善を図るなどとする。

合併の期日は、平成20年度内を目標とする。今後の協議等の進捗
を踏まえ、具体的な合併期日については、あらためて協議する。

合併の方式

新市の名称

新市の事務所の位置

財産及び債務の取扱い

議員の定数及び任期

地域審議会及び地域自治組織について

合併市町村基本計画

合併市町村基本計画（財政運営の方針）

合併の期日

協　定　項　目　名 調　　整　　方　　針（案）

合
併
協
議
の

合
併
協
議
の 

　
　
　
進
め
方

　
　
　
進
め
方 

合
併
協
議
の 

　
　
　
進
め
方 

事
前
協
議
会
議 

任
意
合
併
協
議
会  

《
合
併
協
議
項
目
の
調
整
・
協
議
》 

法
定
合
併
協
議
会
《
協
議
事
項
の
確
認
》  

※
合
併
基
本
計
画
は
住
民
説
明
と
県
協
議
を 

合
併
協
定
書
の
調
印
《
方
向
性
が
一
致
》 

市
町
議
会
の
議
決 

《
廃
置
分
合
、
財
産
処
分
、
経
過
措
置
な
ど
》 

知
事
へ
の
申
請
《
市
町
長
連
名
で
申
請
》 

県
議
会
の
議
決
、
知
事
の
決
定 

総
務
大
臣
へ
の
届
出
《
知
事
か
ら
》 

総
務
大
臣
の
告
示
《
合
併
効
力
発
生
》 

合
併
の
準
備  

《
電
算
シ
ス
テ
ム
の
統
合
、
事
務
事
業
の
調
整
、 

人
事
・
組
織
体
制
の
整
備
、
予
算
編
成
、
庁
舎 

改
修
、
移
転
準
備
な
ど
》 

合
併
の
期
日
《
目
標
平
成
20
年
度
中
》 

合併特集




